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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アルカリ土類金属硫化物とＳｒ２Ｇａ２Ｓ５との共晶物を母体とするものであって、前記
共晶物はユーロピウムにより賦活されることを特徴とする赤色蛍光体。
【請求項２】
粉末Ｘ線回折パターンから全パターンフィッティング法により算出される前記赤色蛍光体
中の前記Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ５の質量濃度が５～６５ｗｔ％の範囲である請求項１記載の赤色
蛍光体。
【請求項３】
前記アルカリ土類金属硫化物由来のアルカリ土類金属原子のモル数、及び、前記Ｓｒ２Ｇ
ａ２Ｓ５由来のストロンチウム原子のモル数を合計したモル数１ｍｏｌ当たり、前記ユー
ロピウムを０．００５～０．１０ｍｏｌ含む請求項１又は２記載の赤色蛍光体。
【請求項４】
前記アルカリ土類金属硫化物は硫化ストロンチウムである請求項１～３のいずれかに記載
の赤色蛍光体。
【請求項５】
前記共晶物中に、更にマグネシウム、カルシウム及びバリウムからなる群から選ばれる少
なくとも１種類の金属を含む請求項４記載の赤色蛍光体。
【請求項６】
前記共晶物中のストロンチウムのモル数１ｍｏｌ当たり、マグネシウム、カルシウム及び
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バリウムからなる群から選ばれる少なくとも１種類の金属原子を０．００１～０．９５ｍ
ｏｌ含む請求項５記載の赤色蛍光体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、赤色蛍光体に関する。
【背景技術】
【０００２】
照明や液晶ディスプレイのバックライト等に使用されるＬＥＤに白色発光体素子が利用さ
れている。白色発光体素子としては、青色の発光素子と、緑色の発光素子と、赤色の発光
素子とが用いられている。このような赤色の発光素子としては硫化物蛍光体が知られてお
り、カルシウムやストロンチウムの炭酸塩や硫酸塩に、賦活物質としてユーロピウム化合
物を加え、それを硫化水素中で焼成することで蛍光体を製造することが知られている。
また、赤色蛍光体は、物理観測における発光強度が緑色蛍光体と同じ程度であっても、視
感度が低いので結果として輝度が低く見える。そのため、赤色蛍光体の高輝度化が望まれ
ていた。
【０００３】
赤色蛍光体の輝度を向上させるために、特許文献１では、硫化カルシウム及び／又は硫化
ストロンチウムを母体中心とし、ユーロピウムを発光中心とした赤色蛍光体に、増感剤と
してアルミニウム族元素（Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ）を加え、さらにフッ素を含む赤色蛍光体が
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１４６１９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
特許文献１に開示されたような赤色蛍光体であっても、色再現性の観点において輝度及び
色純度が充分といえず、さらに高輝度でありかつ色純度が高い赤色蛍光体が望まれていた
。
【０００６】
上記課題を踏まえ、本発明は、高輝度で色純度が高い赤色蛍光体を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者らは、所定量のＳｒ２Ｇａ２Ｓ５とアルカリ土類金属硫化物とを共晶物としたも
のを使用することで、高輝度で色純度が高い赤色蛍光体にできることを見出し本発明に想
到した。
【０００８】
すなわち、本発明の赤色蛍光体は、アルカリ土類金属硫化物とＳｒ２Ｇａ２Ｓ５との共晶
物を母体とするものであって、上記共晶物はユーロピウムにより賦活されることを特徴と
する。
【０００９】
本明細書における共晶物とは、Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ５の結晶相と、Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ５以外のア
ルカリ土類金属含有化合物の結晶相及び／又はアモルファス相がともにあるものをいう。
【００１０】
一般的にストロンチウムと、ガリウムと、硫黄とを含み、ユーロピウムで賦活された赤色
蛍光体は、ストロンチウムと、ガリウムと、硫黄とが、ＳｒＧａ２Ｓ４として存在してい
ることが多く、Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ５としてはほとんど存在していない。
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一方、本発明の赤色蛍光体では、Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ５が存在している。そのため、本発明の
赤色蛍光体は、輝度が高く、色純度が高い赤色の蛍光を発することができる。
Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ５が存在していると上記効果が得られる原理は定かではないが、アルカリ
土類金属硫化物と何らかの相互作用をしているためと考えられる。
【００１１】
本発明の赤色蛍光体では、粉末Ｘ線回折パターンから全パターンフィッティング法により
算出される上記赤色蛍光体中の上記Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ５の質量濃度が５～６５ｗｔ％の範囲
であることが望ましい。
【００１２】
本発明の赤色蛍光体は、上記アルカリ土類金属硫化物由来のアルカリ土類金属原子のモル
数、及び、上記Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ５由来のストロンチウム原子のモル数を合計したモル数１
ｍｏｌ当たり、上記ユーロピウムを０．００５～０．１０ｍｏｌ含むことが望ましい。
【００１３】
本発明の赤色蛍光体では、上記アルカリ土類金属硫化物は硫化ストロンチウムであること
が望ましい。
【００１４】
本発明の赤色蛍光体は、上記共晶物中に、更にマグネシウム、カルシウム及びバリウムか
らなる群から選ばれる少なくとも１種類の金属を含むことが望ましい。
【００１５】
本発明の赤色蛍光体は、上記共晶物中のストロンチウムのモル数１ｍｏｌ当たり、マグネ
シウム、カルシウム及びバリウムからなる群から選ばれる少なくとも１種類の金属原子を
０．００１～０．９５ｍｏｌ含むことが望ましい。
【発明の効果】
【００１６】
本発明の赤色蛍光体は、青色の光を照射されることで、輝度が高く、色純度が高い赤色の
蛍光を発することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、実施例１～５及び比較例１の赤色蛍光体の発光スペクトルを示す図であ
る。
【図２】図２は、実施例１～５の赤色蛍光体の粉末Ｘ線回折パターンを示す図である。
【図３】図３は、実施例３の赤色蛍光体の断面の走査型電子顕微鏡写真である。
【図４】図４は、図３の赤色蛍光体の断面におけるストロンチウムのマッピング結果を示
す解析画像である。
【図５】図５は、図３の赤色蛍光体の断面におけるガリウムのマッピング結果を示す解析
画像である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下、本発明の赤色蛍光体について具体的に説明する。しかしながら、本発明は、以下の
記載に限定されるものではなく、本発明の要旨を変更しない範囲において適宜変更して適
用することができる。
【００１９】
本発明の赤色蛍光体は、アルカリ土類金属硫化物とＳｒ２Ｇａ２Ｓ５との共晶物を母体と
するものであって、上記共晶物はユーロピウムにより賦活されることを特徴とする。
【００２０】
本発明の赤色蛍光体においてアルカリ土類金属硫化物としては、一般式ＡＳ［Ａはアルカ
リ土類金属（Ｃａ、Ｓｒ又はＢａ）、Ｓは硫黄元素］で表される物質であることが望まし
く、硫化ストロンチウム又は硫化カルシウムであることがより望ましく、硫化ストロンチ
ウムであることが最も望ましい。上記アルカリ土類金属硫化物は、赤色の蛍光を発する母
体を構成する。また、アルカリ土類金属硫化物が硫化ストロンチウムであると、鮮やかで



(4) JP 6512070 B2 2019.5.15

10

20

30

40

50

蛍光強度が強い赤色蛍光体となる。
【００２１】
本発明の赤色蛍光体の母体は、アルカリ土類金属硫化物と、Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ５との共晶物
である。共晶物は、例えば、アルカリ土類金属源と、ガリウム源と、硫黄源とを焼成する
ことで得られる。さらに、母体中のアルカリ土類金属硫化物由来のアルカリ土類金属原子
又はＳｒ２Ｇａ２Ｓ５由来のストロンチウム原子が一部をユーロピウムに置換されている
。すなわち、本発明の赤色蛍光体は、ユーロピウムで賦活されている。
なお、本発明の赤色蛍光体は、上記共晶物やユーロピウム以外に、原料に由来するアルカ
リ土類金属や、ガリウムや、硫黄等及びこれらの化合物を含んでいてもよい。
【００２２】
本発明の赤色蛍光体の粉末Ｘ線回折パターンから全パターンフィッティング法により算出
されるＳｒ２Ｇａ２Ｓ５の質量濃度は５～６５ｗｔ％であることが望ましく、５～２５ｗ
ｔ％であることがより望ましい。
Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ５の質量濃度がこの範囲であると、青色の光を照射されることで、輝度が
高く、色純度が高い赤色の蛍光を発する。
【００２３】
これは、赤色蛍光体中のＳｒ２Ｇａ２Ｓ５の質量濃度が５ｗｔ％以上であると、Ｓｒ２Ｇ
ａ２Ｓ５が含まれていることの効果が好適に得られ、赤色蛍光体の発光強度が充分に向上
しやすくなるが、一方ではＳｒ２Ｇａ２Ｓ５に青色の光が照射されると、緑～黄色（５０
０～５７０ｎｍ）の蛍光を発する。このときＳｒ２Ｇａ２Ｓ５の質量濃度が６５ｗｔ％を
超える場合には、緑～黄色の蛍光が多く発されることもあるため、鮮やかな赤色が得られ
ないことがある。しかし、Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ５の質量濃度が６５ｗｔ％以下であると、緑～
黄色の蛍光が抑えられ、鮮やかな赤色が得られやすくなる。更に、緑～黄色の蛍光が発光
されることに伴う発光強度の低下が生じにくくなるとも推定される。
【００２４】
ここで、粉末Ｘ線回折パターンの測定方法及び全パターンフィッティング法から算出され
る質量濃度について測定方法を説明する。
粉末Ｘ線回折パターンは、粉末Ｘ線回折装置（装置名：株式会社　リガク製、試料水平型
強力Ｘ線回折装置　ＲＩＮＴ－ＴＴＲＩＩＩ）により下記条件で測定することができる。
・光学系：平行ビーム光学系（長尺スリット：ＰＳＡ２００／開口角度：０．０５７°）
・ターゲット：ダイレクトドライブ型ロータターゲット（ＤＰＴＡ－ＩＩ　Ｃｕ）
・測定範囲（２θ）：６０°～９０°
・ステップ幅：０．０２°
・計数時間：１．０　ｓｅｃ．
そして、全パターンフィッティング法による定量は、上記測定法により得られた粉末Ｘ線
回折パターンを、粉末Ｘ線回折パターン総合解析ソフトウェア（ＪＡＤＥ　Ｖｅｒｓｉｏ
ｎ　７．０、Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｄａｔａ．　Ｉｎｃ．社製）により解析することがで
きる。
【００２５】
本発明の赤色蛍光体では、上記アルカリ土類金属硫化物由来のアルカリ土類金属原子のモ
ル数、及び、上記Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ５由来のストロンチウム原子のモル数を合計したモル数
１ｍｏｌ当たり、ユーロピウムを０．００５～０．１０ｍｏｌ含むことがさらに望ましい
。
このユーロピウムの量が０．００５ｍｏｌ未満であると充分な発光強度が得られにくくな
る。
このユーロピウムの量が０．１０ｍｏｌを超えると発光強度は飽和する一方で、別の物性
にも影響をおよぼすことがある。
【００２６】
本発明の赤色蛍光体には、ユーロピウム以外の共賦活剤をさらに含んでもよい。共賦活剤
としては、特に限定されないが、ユーロピウム以外の希土類元素の化合物又はイオンが挙
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げられる。上記ユーロピウム以外の希土類元素の例としては、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐ
ｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ等からなる群
から選択される少なくとも１種以上の元素が挙げられる。また、上記希土類元素の化合物
としては、上記元素の炭酸塩、酸化物、塩化物、硫酸塩、硝酸塩、酢酸塩等が挙げられる
。
【００２７】
アルカリ土類金属硫化物とＳｒ２Ｇａ２Ｓ５との共晶物に含まれるアルカリ土類金属硫化
物としては硫化ストロンチウムであることが望ましく、共晶物中には、更にマグネシウム
、カルシウム及びバリウムからなる群から選ばれる少なくとも１種類の金属を含むことが
より望ましい。
金属源としては、マグネシウム、カルシウム又はバリウムの酸化物、炭酸塩、水酸化物、
ハロゲン化物、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩、リン酸水素塩等であることが望ましい。これ
らの金属が共晶物中に含まれていると、赤色蛍光体の極大波長がシフトする。そのため、
用途に応じた極大波長を有する赤色蛍光体を選択することができる。
【００２８】
上記赤色蛍光体では、上記共晶物中のストロンチウムのモル数１ｍｏｌ当たり、上記マグ
ネシウム、カルシウム及びバリウムからなる群から選ばれる少なくとも１種類の金属原子
を０．００１～０．９５ｍｏｌ含んでいてもよい。
マグネシウム、カルシウム、バリウムの含有量がこの範囲であると、赤色蛍光体の発光強
度を低下させることなく、赤色蛍光体の極大波長をシフトさせることができ、所望の極大
波長とすることができる。
【００２９】
次に、本発明の赤色蛍光体の製造方法の一例を説明する。
【００３０】
（１）原料混合工程
まず、この工程では、ストロンチウム化合物と、ガリウム化合物と、ユーロピウム化合物
とを混合する。また、この他にもマグネシウム化合物や、カルシウム化合物や、バリウム
化合物等を加えてもよい。
【００３１】
ストロンチウム化合物の例としては、特に限定されないが、炭酸ストロンチウム、酸化ス
トロンチウム、水酸化ストロンチウム、ハロゲン化ストロンチウム（塩化ストロンチウム
等）、硫酸ストロンチウム、硝酸ストロンチウム、リン酸水素ストロンチウム、硫化スト
ロンチウム等が挙げられる。
マグネシウム化合物の例としては、特に限定されないが、炭酸マグネシウム、酸化マグネ
シウム、水酸化マグネシウム、ハロゲン化マグネシウム（塩化マグネシウム等）、硫酸マ
グネシウム、硝酸マグネシウム、リン酸水素マグネシウム、硫化マグネシウム等が挙げら
れる。
カルシウム化合物の例としては、特に限定されないが、炭酸カルシウム、酸化カルシウム
、水酸化カルシウム、ハロゲン化カルシウム（塩化カルシウム等）、硫酸カルシウム、硝
酸カルシウム、リン酸水素カルシウム、硫化カルシウム等が挙げられる。
バリウム化合物の例としては、特に限定されないが、炭酸バリウム、酸化バリウム、水酸
化バリウム、ハロゲン化バリウム（塩化バリウム等）、硫酸バリウム、硝酸バリウム、リ
ン酸水素バリウム、硫化バリウム等が挙げられる。
【００３２】
マグネシウム化合物、カルシウム化合物及びバリウム化合物からなる群から選ばれる少な
くとも１種の化合物を用いる場合は、ストロンチウム化合物中のストロンチウムのモル数
１ｍｏｌあたり、マグネシウム化合物、カルシウム化合物及びバリウム化合物中からなぐ
群から選ばれる少なくとも１種の金属原子を０．００１～０．９５ｍｏｌ用いることが望
ましい。
【００３３】
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ガリウム化合物としては、特に限定されず、例えば酸化ガリウム、硫酸ガリウム、硫化ガ
リウム、硝酸ガリウム、臭化ガリウム、塩化ガリウム、ヨウ化ガリウム等があげられる。
【００３４】
ユーロピウム化合物としては、特に限定されず、例えば炭酸ユーロピウム、酸化ユーロピ
ウム、塩化ユーロピウム、硫酸ユーロピウム、硝酸ユーロピウム、酢酸ユーロピウム等が
あげられる。
【００３５】
原料混合工程においては、ストロンチウム化合物と、ガリウム化合物と、ユーロピウム化
合物とを所定のモル比で混合する。この工程においては、さらに上述したユーロピウム以
外の共賦活剤、分散剤、フラックス成分等が添加されていてもよい。
ストロンチウム化合物と、ユーロピウム化合物との混合比は、モル比が、ストロンチウム
原子：ユーロピウム原子＝１：０．００５～０．０５となるようにすることがより望まし
い。
また、ストロンチウム化合物と、ガリウム化合物との混合比は、モル比が、ストロンチウ
ム原子：ガリウム原子＝１：０．００１～１．０となるようにすることがより望ましい。
さらに、ガリウム化合物とユーロピウム化合物との混合比は、モル比が、ガリウム原子：
ユーロピウム原子＝１：０．０２～０．１０となるようにすることがより望ましい。ガリ
ウム化合物とユーロピウム化合物とをこの割合で混合すると、後の工程を経て得られる赤
色蛍光体はＳｒ２Ｇａ２Ｓ５を含むことになる。
さらに、粉末Ｘ線回折パターンから全パターンフィッティング法により算出されるＳｒ２

Ｇａ２Ｓ５の質量濃度を５～６５ｗｔ％の範囲とすることができる。
【００３６】
原料混合工程における混合は、これら原料に水を加えてスラリー化し、さらにアルミナボ
ール等の粉砕媒体を混合して湿式粉砕を行うことが望ましい。
粉砕媒体の種類は、特に限定されるものではないが、例えば、アルミナボール、ジルコニ
アボール、窒化珪素ボール、窒化炭素ボール、ガラスビーズ、ナイロン被覆鉄芯ボール等
が挙げられ、直径１０ｍｍ以下のものが主に使用される。なかでもアルミナボールが好ま
しい。
【００３７】
粉砕は、公知の粉砕装置により行うことができ、粉砕装置の種類は特に限定されるもので
はないが、粉砕を効率良く行なうためには粉砕媒体撹拌型粉砕機を備えた反応容器を用い
るのが好ましい。ここで、粉砕媒体撹拌型粉砕機とは、粉砕容器内に粉砕媒体を投入し、
被粉砕物とともに、粉砕容器を揺動、回転（自転又は公転）させて撹拌するか、粉砕媒体
を撹拌部で直接撹拌して、粉砕を行う粉砕機をいう。粉砕媒体撹拌型粉砕機の例としては
、特に限定されないが、遊星ミル、ビーズミル、及び振動ミルからなる群から選択される
いずれか１種であるのが好ましい。なかでも、自転、公転を伴う遊星ミルが特に好ましい
。
【００３８】
（２）乾燥工程
粉砕後、粉砕媒体を分離し、乾燥工程を行うことが望ましい。
乾燥は、通常用いられる任意の乾燥機を用いて、１１０～１５０℃で１～４８時間程度行
うことが望ましい。
【００３９】
乾燥により得られた固体は、粉砕、分級により平均粒子径６０μｍ以下の粉末とすること
が望ましい。
粉砕は上述した粉砕媒体撹拌型粉砕機により行うことができる。
【００４０】
（３）焼成工程
続いて、硫黄含有ガス雰囲気下で焼成を行い、アルカリ土類金属硫化物とＳｒ２Ｇａ２Ｓ

５との共晶物を生成させる。硫黄源としては硫化水素ガス、硫化水素ガス又は二硫化炭素
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と不活性ガスとの混合ガス等を用いることができる。混合ガスを用いる場合、硫化水素ガ
ス、二硫化炭素等の硫黄化合物の濃度は１０体積％以上であることが望ましい。
焼成条件は、７００～９００℃で２～１２時間程度とすることが望ましい。
焼成装置としては、マッフル炉、管状炉等の任意の焼成炉を用いて行うことができる。
【００４１】
焼成により得られた固体は、粉砕や分級を行うことにより平均粒子径１０～６０μｍ程度
の粉末として、最終製造物である赤色蛍光体とすることが望ましい。このとき５０μｍ以
上の粒子をふるいを用いる等して取り除いてもよい。
【００４２】
上記工程により、アルカリ土類金属硫化物とＳｒ２Ｇａ２Ｓ５との共晶物を母体とするも
のであって、上記共晶物がユーロピウムにより賦活された赤色蛍光体を製造することがで
きる。
この赤色蛍光体は青色の光を照射されることで、輝度が高く、色純度が高い赤色の蛍光を
発するので、白色発光体素子等の材料として用いることに適している。
【実施例】
【００４３】
本発明を詳細に説明するために、以下に実施例を挙げる。ただし本発明はこれらの実施例
により限定されるものではない。
【００４４】
（実施例１）
以下の方法により実施例１に係る赤色蛍光体を製造した。
（１）混合工程
原料として炭酸ストロンチウムと、酸化ガリウムと、酸化ユーロピウムとを準備した。
次に上記原料を混合した混合物に水を加えてスラリーとし、φ１．５ｍｍのアルミナボー
ルを粉砕メディアに用いて、遊星型ボールミルによる湿式法で３０分間混合した。
この際、上記混合物に含まれるストロンチウム原子と、ガリウム原子と、ユーロピウム原
子とのモル比が、ストロンチウム原子：ガリウム原子：ユーロピウム原子＝０．９８２：
０．０５：０．０１８となるように調製した。
【００４５】
（２）乾燥工程
次いで、アルミナボールと原料混合物のスラリーを分離し、得られたスラリーを設定温度
１３０℃の乾燥器に入れて、一晩乾燥させた。
【００４６】
（３）焼成工程
得られた固体を乳鉢と乳棒で粉砕後分級して１５０μｍを超えるものを除き、更に、これ
ら混合物を石英ボートに入れて、合成石英製の管状炉で９００℃、４時間、硫化水素ガス
含有雰囲気中で焼成した。硫化水素ガスは純度９９．９％品を用い、管状炉内に２００ｍ
Ｌ／分で注入した。
【００４７】
次いで、得られた固体を乳鉢と乳棒で粉砕後分級して５０μｍを超えるものを除き、実施
例１に係る赤色蛍光体を作製した。
【００４８】
（実施例２）～（実施例５）及び（比較例１）
炭酸ストロンチウムと、酸化ガリウムと、酸化ユーロピウムとを混合した混合物に含まれ
るストロンチウム原子と、ガリウム原子と、ユーロピウム原子とのモル比を表１に示すよ
うに調製した以外は、実施例１と同様に実施例２～５及び比較例１に係る赤色蛍光体を製
造した。
【００４９】
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【表１】

【００５０】
（極大波長及びフォトルミネッセンス相対強度評価）
製造した実施例１～５及び比較例１の赤色蛍光体について、分光蛍光光度計（日本分光株
式会社製、ＦＰ－６５００）を用いて、励起波長を４５０ｎｍとし、発光スペクトルの測
定を行った。
図１に、実施例１～５及び比較例１の赤色蛍光体の発光スペクトルを示す。
表１に、図１に基づいた実施例１～５及び比較例１の赤色蛍光体の、フォトルミネッセン
ス（Ｐｈｏｔｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）相対強度と、発光強度が最大値を示すとき
の波長である極大波長を示す。
フォトルミネッセンス相対強度は、比較例１での発光強度を１００％とした際の相対強度
である。
【００５１】
表１及び図１に示されるように、実施例１～５の赤色蛍光体は、比較例１と比べてフォト
ルミネッセンス相対強度が１４０％以上となった。特に、実施例３～５の赤色蛍光体は、
比較例１に対してフォトルミネッセンス相対強度が３８０～５９０％程度となった。
【００５２】
（粉末Ｘ線回折評価）
実施例１～５に係る赤色蛍光体について、粉末Ｘ線回折による分析を行った。
粉末Ｘ線回折パターンは、粉末Ｘ線回折装置（装置名：株式会社　リガク製、試料水平型
強力Ｘ線回折装置　ＲＩＮＴ－ＴＴＲＩＩＩ）により下記条件で測定した。
・光学系：平行ビーム光学系（長尺スリット：ＰＳＡ２００／開口角度：０．０５７°）
・ターゲット：ダイレクトドライブ型ロータターゲット（ＤＰＴＡ－ＩＩ　Ｃｕ）
・測定範囲（２θ）：６０°～９０°
・ステップ幅：０．０２°
・計数時間：１．０　ｓｅｃ．
そして、全パターンフィッティング法による定量は、上記測定法により得られた粉末Ｘ線
回折パターンを、粉末Ｘ線回折パターン総合解析ソフトウェア（ＪＡＤＥ　Ｖｅｒｓｉｏ
ｎ　７．０、Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｄａｔａ．　Ｉｎｃ．社製）により解析した。
結果を図２に示す。図２は、実施例１～５の赤色蛍光体の粉末Ｘ線回折パターンを示す図
である。
【００５３】
粉末Ｘ線回折パターンにおいて、ＳｒＳは２５～２６°、２９～３０°、４２～４３°、
５０～５１°、５２～５３°に強いピークを持ち（図２中、黒丸で示す）、Ｓｒ２Ｇａ２

Ｓ５は多数のピークを持ち（図２中、黒三角で示す）、特に、２２～３５°に強いピーク
を持ち、２５～２６°に最大のピークを持つ。
図２に示すように、作製した実施例１～５に係る赤色蛍光体では、ストロンチウムとガリ
ウムとの複合硫化物Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ５の結晶相及びＳｒＳの結晶相が形成されていること
が判った。なお、Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ５以外にＧａ化合物は確認できなかった。
【００５４】
次に、粉末Ｘ線回折パターンから全パターンフィッティング法によりＳｒ２Ｇａ２Ｓ５結
晶相とＳｒＳ結晶相の質量濃度を求めた。結果を表２に示す。
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【００５５】
【表２】

【００５６】
表２に示すように、Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ５の結晶相の質量濃度は、製造時に混合するガリウム
の量に比例して増加していることが判った。
【００５７】
（ストロンチウム及びガリウムの分布評価）
実施例３に係る赤色蛍光体の断面について、エネルギー分散型Ｘ線分析装置（オックスフ
ォード・インストゥルメンツ社製）のマッピング分析により、ストロンチウム及びガリウ
ムの元素分析を行った。結果を図３に示す。図３は、実施例３の赤色蛍光体の断面の走査
型電子顕微鏡写真である。また、図３の赤色蛍光体の断面におけるストロンチウムのマッ
ピングと、ガリウムのマッピングとを行った。結果を図４及び５に示す。図４は、図３の
赤色蛍光体の断面におけるストロンチウムのマッピング結果を示す解析画像である。図５
は、図３の赤色蛍光体の断面におけるガリウムのマッピング結果を示す解析画像である。
図４及び図５に示されるように、ストロンチウムとガリウムは赤色蛍光体の粒子内に均一
に分布することが判った。これらストロンチウム及びガリウムの分布については、観察場
所を変えてもほとんど変わりがなかった。
【００５８】
以上より、本発明の赤色蛍光体は、アルカリ土類金属硫化物とＳｒ２Ｇａ２Ｓ５とを共晶
化することにより増感効果が得られ、高輝度な発光を示す。
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